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■１．はじめに 

令和５年度はコロナウイルス禍による影響も段階的に縮小し、雇用調整助成金

コロナ特例や緊急雇用安定助成金廃止等、多くの助成金が廃止・縮小されまし

た。しかし、その中でも社会的な課題に対応する助成金として新設・拡充された

ものもあります。今回はその中で 

・産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース） 

・働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース） 

・両立支援等助成金（介護離職防止支援コース） 

・高年齢労働者処遇改善促進助成金 

を取り上げて解説します。 

■２．産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース） 

（１）産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース）とは？ 

産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース）は、新型コロナウイルス感染

症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業

への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円

滑な受入れを支援するものです。 

助成対象となるには、令和５年４月１日以降に中小企業庁の実施する「事業

再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていることが必要です。

また、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること、

期間の定めのない労働契約を締結する労働者（パートタイム労働者は除く）と

して雇い入れること、そして「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日

から当該期間の末日までに雇い入れることが必要です。ただし、事前着手を受

けた場合にはその実施日から対象にすることができます。 

対象となる労働者は、「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する

業務に就く者であって、専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導
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（教育訓練等）の業務に従事する者または部下を指揮および監督する業務に従

事する者で、係長相当職以上の者であり、１年間に 350 万円以上の賃金が支払

われる者です。 

助成額は中小企業で 280 万円／人（140 万円×２期）、中小企業以外で 200 万

円／人（100 万円×２期）です。 

（２）産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース）の受給のポイント 

①令和５年４月１日以降に「事業再構築補助金」の応募書類を提出した事業

主に限ります。また、第１０回公募要領ではいずれも売上高減少要件のあ

る「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」についての応

募に限ります。※１ 
※１最低賃金枠：最低賃金引き上げに伴う人件費負担軽減や生産性向上などを目的とした設備

投資や人材育成などを行う事業者を支援します。 

・物価高騰対策・回復再生応援枠：原材料費や物流費などの高騰による経営への影響を緩和す

るための設備投資やコスト削減などを行う事業者を支援します。 

②事業計画の中の実施体制に「人材確保に関する事項」を記載した場合に限

ります。ただし、記載が無い場合であっても計画変更の承認を受け新たに

人材確保に関する事項を記載した場合も対象になります。 

③交付決定を受けた補助実施事業期間中に雇用した人のみが対象者になりま

すが、事前着手承認を受けた場合は、事業再構築補助金の応募書類提出の

翌日の雇入れから対象になります。 

④対象者の労働者は「事業再構築補助金」の交付決定を受けた事業に関する

業務に就く者であって、次の１と２に該当する者になります。 

１．次の a か b のいずれかに該当する者 

a．専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導（教育訓練等）の業

務に従事する者 

b．部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者 

２．1 年間に 350 万円以上の賃金※２が支払われる者 
※２ 時間外手当および休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給および諸手当に限りま

す。また、助成金の支給については、支払われた賃金が 175 万円以上の支給対象期に限られま

す。 

⑤対象の労働者は無期雇用労働者であって、パートタイム労働者で無い者に

限られます。いわゆる正社員のみです。 

⑥６か月ごとの支給対象期に分けて申請します。支給対象期間中に退職した

人は原則助成金の対象になりません。 

⑦１回目の支給対象期中は在籍して支給決定を受けたとしても、第２回目の

支給対象期中に退職した場合、第１期の支給対象期に支給決定を受けた金

額は返金する必要があります（第１期の支給対象期の支給決定は取り消し

になります）。 
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（３）産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース）のお勧めポイント 

これから事業再構築補助金の活用を考える事業主には高額の助成がされるた

めお勧めの助成金といえます。しかし、第９回より前に既に事業補助金の採択

を受けた事業主は活用できないのが残念なところです。 

■３．働き方改革推進支援助成金 （適用猶予業種等対応コース） 

（１）働き方改革推進支援助成金 （適用猶予業種等対応コース）とは？ 

働き方改革推進支援助成金（適用猶予業種等対応コース）は、2024 年４月か

ら時間外労働の上限規制が適用される建設業、運送業、病院等、砂糖製造業と

いった業種に対して、生産性を向上させ、時間外労働の削減や週休２日制の推

進などの取り組みを行う中小企業事業主に対して支給される助成金です。この

コースでは、以下のような取り組みが支給対象となります。 

１労務管理担当者や労働者に対する研修 

２外部専門家によるコンサルティング 

３就業規則や労使協定の作成・変更 

４人材確保に向けた取り組み 

５労務管理用ソフトウェアや機器の導入・更新 

６デジタル式運行記録計（デジタコ）の導入・更新 

７労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 

これらの取り組みは、以下の「成果目標」のうち１つ以上を選択し、その達

成を目指して実施する必要があります。 

- 時間外・休日労働時間数を月６０時間以下または月８０時間以下に設定す

ること 

- 所定休日を４週５休から４週８休以上に増加させること 

- ９時間以上の勤務間インターバル制度を新たに導入すること 

- 医師の働き方改革推進に関する取り組み（労務管理体制の構築や医師の労

働時間の実態把握と管理）を行うこと 

また、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを３％

以上行うことも成果目標に加えることができます。支給額は、取り組みの実施

に要した経費の一部であり、成果目標の達成状況に応じて変わります。 

支給額は取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じ

て、以下のいずれか低い方の額を支給します。 

①成果目標１から４の上限額および賃金加算額の合計額 

②対象経費の合計額×補助率３／４ ※３ 
※３常時使用する労働者数が３０人以下かつ、支給対象の取り組みで５から７を実施する場合

で、その所要額が３０万円を超える場合の補助率は４／５  
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【（１）の上限額】  

○成果目標１①達成時の上限額 

事業実施後に設定する時

間外労働時間数等 

事業実施前の設定時間数 

現に有効な３６協定に

おいて、時間外労働時

間数等を月８０時間を

超えて設定している事

業場 

現に有効な３６協定に

おいて、時間外労働時

間数等を月６０時間を

超えて設定している事

業場 

時間外労働時間数等を月

６０時間以下に設定 
２５０万円 ２００万円 

時間外労働時間数等を月

６０時間を超え、月８０

時間以下に設定 

１５０万円 － 

 

○成果目標１②達成時の上限額 

事業実施後に設定

する時間外労働時

間数等 

事業実施前の設定時間数 

現に有効な３６

協定において、

時間外労働時間

数等を月 100 時

間を超えて設定

している事業場 

現に有効な３６

協定において、

時間外労働時間

数等を月９０時

間を超えて設定

している事業場 

現に有効な３６

協定において、

時間外労働時間

数等を月８０時

間を超えて設定

している事業場 

時間外労働時間数

等を月８０時間以

下に設定 

２５０万円 ２００万円 １５０万円 

○成果目標２達成時の上限額：１日増加ごとに２５万円（最大で 100 万円ま

で） 

 

○成果目標３達成時の上限額 

休息時間数 

※４ 

「新規導入」に該

当する取り組みが

ある場合 

「新規導入」に該当する取り組み

がなく、「適用範囲の拡大」また

は 

「時間延長」に該当する取り組み

がある場合 

９時間以上 

１１時間未満 
１００万円 ５０万円 

１１時間以上 １５０万円 ７５万円 

※４ 事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバル

の休息時間のうち、最も短いものを指します。 

 

○成果目標４達成時の上限額：５０万円 
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賃金額の引き上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃

金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、

引き上げ人数は３０人を上限とする。 

 

（常時使用する労働者数が３０人を超える中小企業事業主の場合） 

引き上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～１０人 １１人～３０人 

３％以上引き

上げ 
１５万円 ３０万円 ５０万円 

１人当たり５万円 

（上限１５０万円） 

５％以上引き

上げ 
２４万円 ４８万円 ８０万円 

１人当たり８万円 

（上限２４０万円） 

 

（常時使用する労働者数が３０人以下の中小企業事業主の場合） 

引き上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～１０人 １１人～３０人 

３％以上引き

上げ 
３０万円 ６０万円 １００万円 

１人当たり１０万円 

（上限３００万円） 

５％以上引き

上げ 
４８万円 ９６万円 １６０万円 

１人当たり１６万円 

（上限４８０万円） 

 

（２）働き方改革推進支援助成金 （適用猶予業種等対応コース）の受給のポイント  

①交付申請時点で、常時１０人以上の労働者を使用する対象事業場について

は、交付申請時点で、労働基準法第３９条第７項に基づく、時季指定の対

象となる労働者の範囲および時季指定の方法等について、就業規則に記載

が必要になります（就業規則に各労働者の年次有給休暇５日取得義務に対

応した文例が必要です）。常時１０人未満の労働者を使用する対象事業場に

おいては、労働基準法施行規則第２４条の７に基づく時季、日数および基

準日を明らかにした書類（年次有給休暇管理簿）を作成していることでも

足ります（就業規則で規定されている場合も対象です）。 

②交付申請期限が令和５年１１月３０日までとされています。ただし、予算

の都合により締切り期限が早まる場合があります。 

③提出代行や事務代理を行う社会保険労務士等は各種の取り組みを行うこと

ができません。相見積もりの相手方になることも同様にできません。 

④上限額の引き上げのための賃金加算については、最低賃金上昇時に行って

も問題ありません。また、業務改善助成金の賃金上げ対象と重複しても問

題ありません。 

⑤交付決定前に取り組みに関する行為はできません。見積もりの取得までと

なります。 

⑥労働時間設定改善委員会等の議事録提出が必要になります（ひな形の提出

は禁止されています）。各事業場の実態に併せて討議する必要があり、開催
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時の写真の提出も求められます。Zoom 等の WEB 会議でも問題ありません

が、後でログや録画の提出を求められることがあります。メールやチャッ

ト等の文字だけの開催では要件を満たせません。 

⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新については、時間工数

の改善等具体的な指標で導入の必要性が分かる必要があります 

■４．両立支援等助成金介護離職防止支援コース 

（１）両立支援等助成金介護離職防止支援コースとは？ 

両立支援等助成金介護離職防止支援コースとは仕事と家族の介護の両立を支

援するために、国が中小企業事業主に助成金を支給する制度です。この制度の

目的は、介護離職を防ぎ、介護休業や介護両立支援制度の利用を促進し、介護

者の職場復帰やキャリア継続を支えることです。 

- 介護支援プランを作成し、プランに沿って労働者の介護休業や介護両立

支援制度の利用、職場復帰などの取り組みを行っていること 

- 労働者が介護休業や介護両立支援制度を利用した場合に、その労働者に

対して不利益な取り扱いをしないこと 

- 個別周知・環境整備加算を得るためには、労働者に対して、介護休業や

介護両立支援制度の利用や職場復帰に関する情報提供や相談窓口の設置

などの周知・啓発活動を行っていること 

この制度の内容は、次のとおりです。 

- 介護休業コース：労働者が所定労働日の５日以上介護休業を取得した場

合に、３０万円の助成金を支給する（休業取得時）。また、介護休業を取

得した労働者が原則原職復帰して３か月以上勤務した場合３０万円（職

場復帰時）の助成金を支給する。 

- 介護両立支援制度コース：労働者が介護両立支援制度（短時間勤務やフ

レックスタイムなど）を利用した場合に、３０万円の助成金を支給す

る。 

- 個別周知・環境整備加算として介護休業や介護両立支援制度を活用した

時に１５万円を加算する。 

- 業務代替支援加算として、介護休業時に新規代替要員を雇用した時に２

０万円、手当等を支給した場合に５万円職場復帰時の助成金に加算しま

す。※５ 

※５ いずれも１事業主１年度５名まで支給されます。 

 支給額 

Ａ介護休業 

休業取得時 ３０万円 

職場復帰時 ３０万円 

 業務代替支援加算 
新規雇用：２０万円 

手当支給等：５万円 

Ｂ介護両立支援制度 ３０万円 

個別周知・環境整備加算 

（Ａ又はＢに加算） 
１５万円 
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（２）両立支援等助成金介護離職防止支援コース受給のポイント 

①就業規則や育児介護休業規定に介護支援プランや介護両立支援制度を規定

する必要があります。 

②介護休業の取得については、同一の対象家族に所定労働日に合計５日以上

取得した場合（分割可）に対象になります。 

③職場復帰時の助成金を受けるには原職等へ復帰後、申請日までに３か月以

上継続雇用する必要があります。 

④対象家族は介護被保険者証の交付や要介護認定通知（要介護度２以上）を

受けていない者でも、医師の証明や事業主と労働者連名の申立等で常時要

介護が必要な者であることが分かれば対象となります。 

⑤両立支援助成金については、対象労働者について事業主の親族であっても

問題ありません。例えば、事業主と別居している娘でもあっても、雇用保

険適用事業所に勤務を行い雇用保険被保険者であれば、対象労働者になり

えます。例えば事業主の母（娘にとっては祖母）の介護を行うために休業

しても、助成金の対象休業になりえます。 

⑥助成金の対象になる休業は同一の対象家族につき１回限りですが、介護休

業については３回まで分割取得ができるので２回目以降の介護休業につい

て助成金の対象休業とすることができます。 

⑦両立支援等助成金は喪失原因３（事業主の都合）による退職者がいても活

用できます。 

（３）両立支援等助成金介護離職防止支援コースお勧めポイント 

中小企業だけが対象ですが、１企業当たり１年度５名まで対象になります。

もともと令和２年度で廃止予定の助成金でしたが、仕事と介護の両立支援を更

に図るとして令和３年度以降も継続されました。令和５年度は更に拡充されて

います。社員の介護離職を防ぐ面からも役立つ助成金といえます。 

 

■５．高年齢労働者処遇改善促進助成金 

（１）高年齢労働者処遇改善促進助成金とは？ 

高年齢労働者処遇改善促進助成金とは６０歳から６４歳までの高年齢労働者

の処遇の改善に向けて、就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用

される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して支給される助成金で

す 。この助成金は、令和５年４月１日から支給要件が緩和されたもので、雇用

形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進することを目的としています。 

主な支給要件は以下の通りです。 

- ６０歳時点の１時間当たりの毎月決まって支払われる賃金と比較して
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75％以上に増額する措置を講じていること。 

- 賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払

われた日の属する月前６か月間を支給対象期間として算定対象労働者が

受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額より賃金規定等の改定により

増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月後６

か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続

基本給付金の総額が減少していること。 

- 支給申請日において改定後の賃金規定等を継続して運用していること。 

支給額は、事業所に雇用される労働者に係る、賃金規定等改定前後を比較し

た高年齢雇用継続基本給付金 の減少額に以下の助成率を乗じた額です。 

- 中小企業以外：1／2 

- 中小企業：2／3 

（２）高年齢労働者処遇改善促進助成金のお勧めポイント 

高年齢雇用継続給付は令和２年に雇用保険法が改正され令和７年４月以降に

雇用継続給付の支給率が賃金の原則 15％から 10％に縮小されることとなりまし

た。各種審議会開催時には将来的に高年齢雇用継続給付の廃止も視野に入れて

議論されています。その前に同一労働同一賃金の観点から６０歳以上労働者の

給与を増額改定することは、少子高齢化社会において労働力の確保を図る面か

らも重要だと考えられます。令和５年度から「高年齢雇用継続給付の受給額が

95%以上削減することの要件」が無くなり、使い易くなりました。 
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